
Ⅰ．　は　じ　め　に

　令和元年に，「健康寿命の延伸等を図るための脳卒
中，心臓病，その他の循環器病に係る対策に関する
基本法」が施行され，令和 2年に，国の「循環器病
対策推進基本計画」が策定された。
　広島県では，令和 3年度，基本法第 11条第 1項に
基づき，国の計画を基本として，広島県の循環器病
に係る実情を踏まえ，その特性に応じた「広島県循
環器病対策推進計画」（以下，「県計画」という。）を
策定した。
　令和 4年度には，本委員会の他，心血管疾患医療
体制検討特別委員会及び広島県循環器病相談支援・
情報提供推進部会を設置し，県計画に基づき脳卒
中・心臓病等を含む循環器病対策を総合的かつ計画
的に推進していくこととした。
　令和 5年度には，広島大学病院が厚生労働省の脳
卒中・心臓病等総合支援センターモデル事業に採択
され，循環器病患者の支援の中心的な役割を担う医
療機関として，連携病院や職能団体等との連携体制
構築や県民への啓発活動を行い，令和 6年度からは，
県が「広島県脳卒中・心臓病等総合支援センター」
（以下，「センター」という。）を設置し，県計画に基
づく施策の推進を図っている。

Ⅱ．　具体的な委員会報告

　委員会の開催は以下の 2回行った。
　1． 令和 6年度第 1回委員会：令和 6年 8月 28 日
（水）WEB会議

　2． 令和 6年度第 2回委員会：令和 7年 2月 27 日
（木）WEB会議

（1）第 1次広島県循環器病対策推進計画の取組指
標の評価

　令和 4～5年度を計画期間とする第 1次県計画（令
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和 3年 3月策定）の目標に対する評価を行った。県
計画における取組指標は，①循環器病の予防や正し
い知識の普及啓発，②保健，医療及び福祉に係る
サービス提供体制の充実【脳卒中関係】，③保健，医
療及び福祉に係るサービス提供体制の充実【心血管
疾患関係】の 3つの項目で構成されている。①につ
いては健康ひろしま 21 推進協議会，③については心
血管疾患医療体制検討特別委員会にて評価をされ，
本委員会では，主に②についての評価を行った。
　8つの指標のうち，達成項目が 3つ，未達だが計
画策定時の現状値より改善または維持している項目
が 3つあった一方で，未達かつ計画策定時より悪く
なっている 2つの項目について，議論がなされた。
　「脳梗塞に対する t-PAによる血栓溶解療法の実施
件数」の要因については，血栓回収療法の実施件数
が目標達成であることから，血栓溶解療法をスキッ
プして直接血栓回収療法を行う症例が増えたこと等，
治療の変化が一定数影響しているのではないかと分
析された。また，委員からは，本件は医療機関側だ
けの問題だけではなく，発症から時間が経っての受
診の場合，t-PAを打つ機会を失うため，急性期の脳
梗塞が疑われた際は，速やかに受診するよう，患者
含め社会全体に啓発することも必要であるとの意見
があった。
　「脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）
の届出医療機関数」の要因については，新型コロナ
ウイルスの流行や広島医療圏におけるリハビリ実施
施設の集約化等が影響するのではないかと予想した
が，原因分析のためのデータが詳細でないことから，
明確な原因追及は困難であった。
　これに対し，第 2回の委員会では，さらに詳しい
状況を把握するため，センターにおいて行われた県
内 187 医療機関を対象とした実態調査について報告
があった（*有効回答数：62 施設）。
　リハビリテーションの実施数がコロナ前後で減少
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したかという設問には，入院については，脳血管リ
ハ，心大血管リハともに減少したと回答した施設が
20％である一方で，増えている，変わらないと回答
した施設が 7割だった。一方で，外来については，
脳血管リハでは減っていると回答した施設が 30％
で，外来のリハビリについては，コロナ前と比べて
減少している可能性がある。委員からは，脳血管疾
患に対するリハビリテーションの実施件数が減少し
ている印象を受けたことについて，コロナの影響か
ら廃用症候群・呼吸器疾患に関する処方数や単位数
が増えたことが要因の一つではないか，との考えが
述べられた。

（2）ひろしま脳卒中地域連携パスデータ分析結果
について

　令和 5年 1月 1日から 1年間収集したひろしま脳
卒中地域連携パス（以下「地域連携パス」という。）
の急性期・回復期・生活期のデータを集計，分析し
た結果の報告があった。
　高血圧，糖尿病，脂質異常症等の生活習慣病に関
しては，高血圧の有病率が最も高く，特に脳出血患
者においては高血圧の有病率が圧倒的に高かったこ
とから，血圧管理の重要性が再認識された。
　また，連携パスを使用することにより患者情報が
同一フォーマットでスムーズに共有できることから，
その有用性は非常に高いと分析した一方で，生活期
からの連携パスの回収率は，急性期回復期に比べる
とかなり低く，生活期の実態把握のためのデータが
不足していること，連携パスの運用方法は，データ，
紙ベース等，施設によってさまざまで統一されてい
ないことから，データの一元的管理をすることが今
後の課題とされた。
　今後，分析結果については，関係箇所へ共有し，
パスの有用性を認識してもらうとともに，結果を基
にパスのあり方や適切な運用方法について多職種で

ディスカッションしていく。
　委員からは，パスの活用について，「医療にとどま
らず，最終的には介護福祉にまで伝播しないと意味
がなく，地域包括ケアまで落とし込めないと本当の
意味での達成とは言えない。今後は，介護福祉に携
わる方たちも勉強できるような機会をつくってほし
い」旨の要望があった。
　これを受け，第 2回委員会において広島県からパ
スの普及啓発を目的として，かかりつけ医を対象と
した講演会が提案された。委員からは，更なるパス
の普及を目指すには，フェーズが変わる際，医療機
関・患者の両方が歩み寄り，意図的にパスの確認や
提示を行うことの重要性が示唆された。また，介護
支援専門員へのパスの普及や広島県が主体となって
データベースを中心としたパス運用を進めることに
ついて，再度検討すべきではないか，との意見が述
べられた。

（3）脳卒中に関する情報提供・相談支援の取組に
ついて（SCPA Japan 広島支部事業）

　京都大学医学部脳神経外科内に事務局を置き，一
社）日本脳卒中学会をはじめとする 13 の団体で構成
される一般社団法人　日本脳卒中医療ケア従事者連
合（Stroke Care Professionals Association）（以下，
「SCPA Japan」という。）は，脳卒中に関する情報提
供・相談支援をより有効に進めるために，関係各団
体が組織的に連携をすることを目的とした組織で，
現在，広島県を含む 30 の都道府県が参画している。
SCPA Japanへの理解と協力を得ながら取組を進めて
いきたい旨の説明があった。
　委員からは，広島県には地域リハビリテーション
や脳卒中地域連携の会など既存の体制を生かし，こ
れらと連携を図りながら進めてほしいとの意見が述
べられた。
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